
令和８年４月２０日

自 治 区 長 様

飯南町長 塚原 隆昭

（ 頓原基幹支所 ）

自治会活動保険について

飯南町では、自治会活動に関する保険に加入しています。この保険は、

自治区・自治会・組で実施される自治会活動に伴い発生した傷害や賠償責

任等が対象で、詳細については下記のとおりです。

自治会活動で保険の対象となる事故等が発生した場合は、速やかに下記までご連絡く

ださい。

飯南町役場 ７６－２２１１ 頓原基幹支所 ７２－０３１１

来島支所 ７６－２３９３ 志々支所 ７３－０００１

補償内容 保険金額 被保険者等 内 容

賠償保険 ２億円
自治会等

住民

施設の欠陥や自治会活動等に起因する

対人・対物事故共通／１事故につき

死亡

後遺障害
1,000 万円 住民

●死亡保険金 1,000 万円
（事故の日を含めて 180 日以内に死亡された場合）

●後遺障害 1,000 万円×4～100％（程度に応じて）
（事故の日を含めて 180 日以内に身体に後遺障害が生じた場合）

入院日額 5,000円/日 住民
事故の日からその日を含めて 180日以内の入院で

●入院実日数×5千円
（平常の業務への従事または生活ができなくなり入院された場合）

通院日額 3,000円/日 住民
事故の日からその日を含めて 180日以内の通院で

●90日を限度に実日数×3千円
（平常の業務への従事または生活に支障が生じ通院された場合）

傷害見舞費用
4,000円

～10万円
自治会等

●死亡 10万円

●後遺障害 10万円×4～100％（程度に応じて）

●入院 31日以上 2万円

15～30日 1万円

8～14日 5 千円

費用損害担保 １００万円 自治会等

損害額の７０％（仕出弁当、会場使用料、設営費等）

※自治会活動等が２日以上にわたって行われる場合

に、その日程の一部が中止となった場合が対象。１日の

みは対象外。
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自治会活動保険 事故発生報告書

被災者氏名 ●● ●●

生年月日 ●●年●●月●●日

住 所 飯石郡飯南町●●●

連絡先(電話番号) ●●●－●●●●－●●●●

事故の発生状況（いつ、どこで、だれが、なにを、どうした、なぜ等々）

令和●年●月●日 午前●時、自治会内の共同作業で農道の草刈作業中に

藪の中から笹バチが飛んで来て、顔の一部を刺された。

記載例



令和８年４月２０日

自 治 区 長 様

（自治会長・組長）

飯南町長 塚原 隆昭

（ 防災危機管理室 ）

防災士養成講座の受講者募集

平素は、防災行政に格別のご理解とご協力をいただき厚くお礼申し上げます。

さて、近年、各地で地震や豪雨などの自然災害が頻発しており、災害への備えが

一層大切となっています。

自然災害の発生は防ぐことができませんが、災害に対する十分な知識を備える

ことにより、生命や財産に対する損害を大幅に軽減させることは可能です。

そうしたことから、飯南町では“地域防災力”向上の担い手として「防災士」の養

成に取り組んでおり、これまで 52 名が資格を取得しています。

「防災士」とは、減災と社会の防災力向上のために活動するための十分な意識・

知識・技能を有する人材として、NPO 法人日本防災士機構が認定するもので、今

年度も養成講座が開催されることから、住民の皆様の参加を募集します。

記

１．開催日・会場 令和８年８月２２日（土）～２３日（日） 松江市

令和８年９月２６日（土）～２７日（日） 浜田市

２．募 集 人 数 5 名程度

※ 資格取得にかかる費用は町で負担

受講希望者多数の場合は県にて抽選

３．締 め 切 り 受講を希望される方は５月２２日（金）までに、防災危機管理室

へご連絡ください。

お問合せ：防災危機管理室

電話７６－２２１１

FAX７６－２２２１

回 覧



防災士資格取得までの流れ

防災士研修講座は「自宅学習（履修確認レポート／試験対策学習）」と「会場研修」

の 2 本立てで構成されています。

１．事前課題

研修の3～4週間前に教材が送付され、届いた教材をもとに、事前課題（履修確

認レポート）へ取り組み、試験対策として自宅学習を行います。（事前課題は研修初

日に提出）

２．会場研修・資格取得試験

(1) 防災士研修講座の受講

さまざまな分野で活躍する著名な講師陣の講義を受講いただき、災害のしく

みや防災士としての役割等について学びます。研修プログラムは、座学と演習の

２種類の講義が実施されます。

(2) 防災士資格取得試験の受験

研修2日目の最後に資格取得試験が実施されます。（試験範囲：該当年度の防

災士教本内／出題数：30 問（三択形式）／試験時間：50 分）

８割以上（２４問）の正解で合格。

３．認証登録申請

役場でまとめて手続きする予定です。資格取得には、次の３項目を満たしている

ことが必要です。

①防災士研修講座の受講（履修確認レポートと会場研修2 日間）

②救急救命講習の受講（研修カリキュラムに組み込まれています）

③防災士資格取得試験の合格

※申請に必要な書類（顔写真、救急救命講習の修了証の写し、申請書）



＼増改築したい／
（45歳以下）

＼空き家を買いたい／
（65歳以下）

▶実家の敷地に家を建てたい

飯南町の住宅支援制度

最大

万円
410

▶空き家を購入して住んでみたい

▶木の香りがする家で暮らしたい

＼個人向けの住宅の建築・増改築、空き家の購入を考えている方へ／

- - こんな方におすすめ - -

の補助が受けられます
(対象・条件・補助額は下記)

個人向け住宅の建築費や増改築費、空き家の購入費の一部を支援します。

（町内在住者、ＵＩターン者に限る）

※予算がなくなり次第、受付を終了する場合があります。詳しくは、まちづくり推進課までお問い合わせください。
問合せ／まちづくり推進課(７６-２８６４)

○延床面積７０㎡以上の住宅
→建築費の１/１０補助(上限１００万円)

○住宅新築の際の土地購入・造成
→造成費の１/２補助(上限５０万円)

○下水道の接続
→１０万円

○利子補填(※ＵＩターン者は６５歳以下も可)
→５０万円

○延床面積７０㎡以上の住宅
→建築費の１/１０補助(上限１００万円)

○住宅新築の際の土地購入・造成
→造成費の１/２補助(上限５０万円)

○１０㎥以上の町産材木材使用
→１００万円～(上限２００万円)（年齢制限なし）

○下水道の接続
→ １０万円

○利子補填(※ＵＩターン者は６５歳以下も可)
→５０万円

○現在の住居を増改築
→増改築費の１/２補助(上限５０万円)

○下水道の接続
→１０万円

○利子補填(※ＵＩターン者は６５歳以下も可)
→５０万円

【町産材を使って建てる】 【町産材を使わずに建てる】
最大補助額
４１０万円

最大補助額
１１０万円

最大補助額
１１０万円

最大補助額
２１０万円

○空き家購入(※町内在住者は４５歳以下)
→購入費の１/２補助(上限５０万円)

○下水道の接続
→ １０万円

○利子補填(※ＵＩターン者は６５歳以下も可)
→ ５０万円

＼新しく家を建てたい／
(45歳以下）



□ 3 5 歳 未 満 の 出 身 者 対 象
（ し ま ね 留 学 に よ る 飯 南 高 校 卒 業 ⽣ 等 含 む ）

□ 町 内 居 住 で 5 0 万 ポ イ ン ト
□ 町 内 就 職 で 5 0 万 ポ イ ン ト
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□問い合わせ

飯南町まちづくり推進課

電話：0854‐76‐2864

mail:machidukuri@iinan.jp

ポイント給付開始

あ な た の い い な ん 暮 ら し を 応 援 し ま す
自 分 ら し い 暮 ら し 、 は じ め ま せ ん か 。

1 0 0 万 円最大           相当

□対象者

15歳～35歳未満の出身者等（しまね留学等により飯南高校を卒業した者を含む）で

5年以上継続して町に居住する意志がある者

□給付内容

①飯南町へUターンして就労…50万ポイント（10万×5年間）

②町内事業所等へ正社員として就職…①に追加で50万ポイント（10万×5年間）

□給付方法

電子地域通貨「い∼にゃんPay」

□その他

・高校を卒業し、そのまま町内就職する⽅も対象です。

・指定の町助成金をすでに受給している⽅は対象外です。

ご自⾝が給付対象となるか、詳しくは⼀度お問い合わ

せください。

\ U タ ー ン し た ら /

詳しくはHPをご覧ください。

「笑顔と誇りを未来へ繋ぐいいなん暮らし応援給付事業」

給付申請受付中！







令和８年４月 20 日

自 治 区 長 様

飯南町長 塚原 隆昭

（まちづくり推進課）

【広島広域都市圏】交流活動促進事業について

町内で活動する地域団体が、交流やイベント出展、地域資源の視察等のため

に広島広域都市圏内で公共交通等を利用する際の経費を補助します。

詳しくは別添の資料をご覧いただき、事業をご利用の際は事前にご相談いた

だきますようお願いいたします。

記

①交流事業：対象団体が広島広域都市圏内で交流やイベント出展する事業

【利用例】

・飯南町から出雲市へ移動し、出雲市内の団体と交流。

・飯南町から岩国市（山口県）へ移動し、岩国市内の団体と交流。

・飯南町から東広島市（広島県）へ移動し酒イベントに出展

②単独事業：対象団体が広島広域都市圏内において地域資源の視察等を行う

事業

【利用例】

・飯南町から宮島（廿日市市）へ移動し、周辺の視察を実施。

・飯南町から神楽門前湯治村（安芸高田市）へ移動し、神楽鑑賞を実施。

【令和７年度における町内の利用実績】

令和７年度は、３団体から申請がありました。

実績例：対象団体（44 名）がマツダスタジアムにて視察研修

飯南町内⇔広島市（マツダスタジアム）

192,500 円（バス借上料）×1/2（単独事業補助率）＝96,250 円（補助額）

【お問合せ・申請先】

飯南町まちづくり推進課（企画担当）

電話：76-2864

回 覧



　令和８年4月１日から令和９年3月31日までに、広島広域都市圏内や松山圏域内で実施される以下の

事業が対象となります。

交流事業

ア．団体交流型
対象団体同士が交流する事業　（※同一市町内の団体同士も対象です）

例 先進的な取組を行う浜田市内のA町内会を、広島市内の
B町内会が視察し、意見交換を行う事業

イ．イベント出展型
対象団体がイベント等に出展する事業
例 東広島市内で開催するイベントに、岩国市内のC商工会

が出展する事業

単独事業
対象団体が地域資源の視察等を行う事業
例 三次市内のＤ農業協同組合が、自らの販売所の魅力向上に向けた取組の参考とする

ため、安芸高田市の道の駅や北広島町の産直市を視察する事業

⑴　広島広域都市圏内に所在する地域活動団体（町内会、こども会、地域運営組織など）

⑵　広島広域都市圏内に所在する産業関連団体（商店街、農協、事業組合など）
　 ※　いずれも、呉市に所在する団体を除きます。

広島広域都市圏 交流活動促進事業

　公共交通の利用促進及び地域コミュニティの活性化を図るため、広島広域都市圏内で活動する地域団体が、団体

間の交流、イベント出展や地域資源の視察等で、公共交通等を利用する際の経費を補助します。

　また、広島広域都市圏は松山圏域と相互連携をしており、これを踏まえ、両圏域の住民や団体等による交流を促

進するため、松山圏域内を目的地とする活動も補助対象とします。　

令和８年度

公共交通型 対象団体の構成員が、3名以上で、集合する地点と目的地の間を往復するために利
用する公共交通の運賃の支払に要する経費

貸切バス型 対象団体の構成員が、10名以上で利用する貸切バスの借上料の支払に要する経費

補助対象事業

対象団体

補助対象経費

※ 貸切バスは、地域の公共交通ネットワークの維持という観点から、原則として、次のいずれにも該当する
事業者が運行するものに限ります。

① 道路運送法に基づく一般乗合旅客自動車運送事業及び一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受け
ている事業者

② 広島広域都市圏内の市町において公共交通を運行する事業者

　広島広域都市圏内の公共交通等を利用する際の以下の経費を補助対象とします。

　松山圏域内の公共交通等を利用する際の経費は補助対象外です。

【団体要件】

　　①　地域の住民や事業者が団体の構成員の過半数を占めていること。

　　②　団体の運営に関する規程（規約、会則、定款等）を設けていること。

　　③　②の規程で、地域の維持や課題解決、活性化等につながる地域活動を行っていることが

　　　　 確認できること。

※　同一市町内での活動も対象となります。

広島広域都市圏 マスコットキャラクター
ひろしま都市犬　はっしー

回 覧



事業実施主体：広島広域都市圏協議会（事務局：広島市企画総務局広域都市圏推進課内）

申請方法

問合せ先・申請先

　　　事前協議
　　　原則、活動を実施する日の属する月（活動月）の３か月前の１日から活動月の前々月の中旬まで（※）

　　に、申請先へ必要書類を提出してください（受付期間が令和７年度までより前倒しになっています。）。
      事前協議なく活動実施した場合は、補助金を交付することができません。
　　　※　活動月によって異なる場合があるので、必ず「応募の手引」を御確認ください。特に４・５月
　　　　活動分は変則的なスケジュールとなっています。
　　　　　　

　　　活動実施
       対象団体が活動を実施します。
       交付申請の際に必要になりますので、活動を実施したことが確認できる写真を撮影してください。
       また、交流事業ア（団体交流型）の場合は、交流団体に活動実施証明書（様式）を記入してもらってくだ
    さい。

　　　交付申請・請求
  　　活動実施後、活動月の翌月の最終開庁日又は令和９年３月３１日のいずれか早い日までに、申請先へ
　　必要書類を提出してください。補助金交付は書類提出期限から約１か月以内に行います。
　
　申請方法の詳細は、広島広域都市圏ホームページを御覧ください。

１

２

３

補助率・補助上限額
　　補助率と補助上限額は以下のとおりです。年度内に交流事業と単独事業それぞれ2回まで申請可能です。

事業区分 補助率 補助上限額

交流事業 対象経費の10分の10
次のいずれか低い方の金額

　①　参加人数×１万円、　②　１事業20万円

単独事業 対象経費の2分の1
次のいずれか低い方の金額

　①　参加人数×５千円、　②　１事業１０万円

広島市HPでページ番号
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　10４８１８８ を検索

広島広域都市圏

松山圏域
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　広島県、山口県、島根県の３県にまたがる以下の３４市町で構成
する圏域 

＜広島県＞
①広島市、②呉市、③竹原市、④三原市、⑤三次市、⑥庄原市、
⑦大竹市、⑧東広島市、⑨廿日市市、⑩安芸高田市、⑪江田島市、
⑫府中町、⑬海田町、⑭熊野町、⑮坂町、⑯安芸太田町、⑰北広島町、
⑱大崎上島町、⑲世羅町
＜山口県＞
⑳岩国市、㉑柳井市、㉒周防大島町、㉓和木町、㉔上関町、
㉕田布施町、㉖平生町
＜島根県＞
㉗浜田市、㉘出雲市、㉙益田市、㉚飯南町、㉛川本町、㉜美郷町、
㉝邑南町、㉞吉賀町

　愛媛県　　松山市と近隣５市町（   伊予市、   東温市、　 久万高原町、
　松前町、　　砥部町）で形成する圏域
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回覧

令和８年４月２０日

自治区長 様

飯南町長 塚 原 隆 昭

（ 産 業 振 興 課 ）

令和８年度「緑の募金」のお願いについて

平素は、緑化推進運動に格別のご理解ご協力を賜り、誠にありがとうございま

す。

森林は国土の保全、水源のかん養、木材の生産など重要な働きがあり、国民の

かけがえのない財産です。このような中、森林づくり活動に対する社会的認識を

高めて行くことが、重要な課題となっております。

つきましては、森林の保全と森林づくりの推進を目的としまして、例年のとお

り「緑の募金」が行われますので、町民の皆様方のご協力をお願い致します。

なお、募金の納入については下記のとおりとさせていただきます。

記

１．募金する場合の目安額 一戸あたり２００円

２．納入場所 飯南町内ＪＡ各支店

（頓原支店、赤来支店）

３．納入方法 ＪＡ窓口にて振り込み

※同封依頼票に必ず金額を記入してください。

各自治会内にて集金いただき、ＪＡ窓口にて振り込んでください。

４．納入期限 令和８年５月２９日（金）

お問い合わせ先

飯南町産業振興課

林業振興担当

TEL ７６－２２１４



最大24万円

最大30万円

WOOD STOVE

飯南町新エネルギー設備
導⼊促進事業補助⾦ 

補助額アップ

電気代・灯油代 優しく電気代・灯油代を賢くカット、地球に優しく

回 覧



　飯南町では、令和5年3月に「ゼロカーボンシティ」を宣言し、脱炭素のまちづくりをめざすこととして
います。

　温室効果ガスの排出削減を図る新エネルギー設備を導入される場合、「飯南町新エネルギー設備導入
促進事業補助金」を交付しますので、積極的な活用をご検討ください。 

補助対象設備
設置場所

 施工事業者 補助金額 変更点
住宅 事業所

太陽光発電設備 ○ ×

町内事業者 
６０,000円／kW以内 
（上限： ２４0,000円）

補助上限額
アップ

県内事業者
４５,000円／kW以内 
（上限：１８0,000円）

施工事業者
拡充

蓄電池設備 ○ ×

町内事業者 上限：１００，０００円
補助上限額

アップ

県内事業者 上限：５０，０００円
施工事業者

拡充

木質バイオマス
熱利用設備

（薪、チップ、ペレット）

○ ○  県内事業者
２／３以内 

（上限：３００，０００円）
施工事業者

拡充

太陽熱利用設備 ○ ○  県内事業者
１／３ 以内

（上限：２００，０００円）
施工事業者

拡充

◆補助対象設備及び補助金額

◆対象者

　町内に居住あるいは営業を営む目的で自らが所有し、若しくは所有する予定の住宅（店舗、事務所等との兼
用住宅を含む）において、未使用の新エネルギー設備を設置する者であって、次の各号に掲げる要件を全て
満たす方

　（１） 令和９年２月１０日までに設置工事が完了し、稼動できる方
　（２） 県内に事務所もしくは事業所を有する法人又は個人事業者により施工する方
　（３） 町税を滞納していない方

◆交付申請等

　補助の条件や各種手続きについて事前説明を行っています。
　申請予定の方は、契約までに商工観光振興室（☎：７６-２２１４）へお問い合わせください。　

【補助金申請の流れ】

【お問い合わせ】　飯南町 産業振興課 商工観光振興室
　　　　　　　　　　　 ☎７６－２２１４

詳細はこちら

・事前相談1 ・契約締結2
•補助金申請

•交付決定
3

•設置工事

•実績報告
4

•完了検査

•補助金支払い
5

飯南町ホームページ

◆交付申請締切

　 令和８年１２月２５日（金）





令和８年度 飯南町新産業創出支援事業補助金の申請受付について 

 

【事業の内容】 

１．新産業雇用創出支援事業（ハード） 

○補助対象事業　 

　　新製品・新商品開発、新事業展開、新技術等の取得、納品先等の要望対策など、新たな

設備投資等により事業完了後 2年以内において雇用の増加が見込まれる、または、新たに

取り組む事業の売上高が補助金交付申請額の 2 倍以上を達成できる事業に対して必要な

経費を補助します。 

　○対象事業費：１００万円以上の事業 

　○必須条件：資金調達方法として、対象経費１／２以上の融資借入を条件とします。 

　　　例１）補助対象経費　４００万円の場合 
　　　　　　内訳　２００万円（補助金 1/2）＋２００万円（融資借入）　計４００万円事業 
　　　例２）補助対象経費　２００万円の場合 
　　　　　　内訳　１００万円（補助金 1/2）＋１００万円（融資借入）　計２００万円事業 
 

２．小規模新商品開発支援事業（ソフト） 

○補助対象事業 

　　地域資源を活かした新商品の試作・製作等に係る経費や商品分析による研究経費、新事

業展開に必要な調査事業、市場調査に要する経費について補助します。 

　○対象事業費：１５万円以上の事業 

　　※自己資金等は必要ありません。全額補助金の事業実施も可能です。 

 

【応募方法】 

　補助金交付申請書（様式第１号）と併せて、下記書類を添付してください。 

　①補助対象事業概要書（様式第２号） 

　　②補助対象事業計画書（様式第３号） 

　　③定款 

④経歴が分かるもの（会社紹介パンフレット等） 

⑤見積書又は金額根拠が分かるもの 

⑥直近決算書 2期分 

　　⑦法人格を持たない団体は、１）５名以上の会員名簿、２）会計規程、３）規約を添付 

 

【審査・採択・決定】 

１　事業提案の審査については、令和８年６月下旬にプレゼンテーション形式の選考会を

実施します。 

２　事業の採択は、要綱に定める新産業創出支援事業選考委員会にて審査し決定します。 

３　採択した事業については、実施方法や執行額などに条件を付す場合があります。 

４　審査・採択基準は、概ね下記のとおりです。 

　・本事業の活用による発展性、将来性があるか。 

　・実現可能で、持続的展開が可能な具体的事業計画であるか。 

　・事業実施により地域経済の波及効果、雇用確保が見込まれるか。 

　・地域資源の特徴を活かしたものであるか。 

５　交付決定は、令和８年７月上旬を予定しています。 

６　新産業雇用創出支援事業（ハード）は、金融機関等による融資借入決定後、正式な交

付決定となります。 

 

【申込方法】 

応募にあたっては、交付申請等が必要となりますので、詳しくは産業振興課 商工観光振

興室までご相談ください。 

応募様式に記入の上、表面の申請先まで提出してください。（様式は HP に掲載）



•下水道、浄化槽の新規接続工事で、工事費が
50万円（税込）以上の工事

 ※令和４年度から新築も対象となっています。
条件等

助成金  工事費の10分の1（上限10万円）

詳しくは建設課までお問い合わせください
建設課 76-3942

•窓、扉、床等の断熱改修、節水型便器、高
断熱浴槽等への改修工事で、エコリフォー
ムに係る部分の工事費が50万円（税込）以
上の工事

•事前にエコ診断を受けること（必須）　　　　　　　　
※エコ診断料5,000円は助成金から差し引き
ます。

条件等

助成金  工事費の10分の2（上限20万円）

下水道+エコ　全ての要件を満たせば最大30万円！

回　　覧

【基本条件】　・飯南町に住民登録済で町税等滞納のない方
　　　　　　　・個人住宅、店舗等併用住宅が対象
　　　　　　　・リフォームの場合は、町内業者を利用した工事であること
　　　　　　　・必ず着工前に申請すること



飯南町認知症を理解し寄り添うまちづくり条例 

令和８年（2026 年）４月１日施行 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

認知症は、誰もがなり得る身近な病気です。そして高齢者だけでなく若い人でも認

知症を発症することがあります。『住み慣れた地域で安心して暮らす』ことができる飯

南町を目指すため、この条例を作りました。 

 

 

島根県　飯南町 

やさしい版

飯南町マスコットキャラクター 
い～にゃん

abe-tsutomu
テキストボックス
 回 覧




条例のポイント 

〇第１条・・・条例の目的 

　　 

誰もが『住み慣れた地域で安心して暮らす』ことができるよう、町、町民、事業者及

び関係機関がそれぞれの役割をもって認知症についての理解を深め、認知症と診断

された方やその周辺症状がみられる人（以降、本人）とその家族に寄り添えるまちを

目指します。 

 

〇第２条・・・用語の意味 

　　 

『認知症』『町民』『事業者』『関係機関』『認知症サポーター』『生活習慣病』に

ついて用語の意義を定めています。 

　『認知症』とは、学習や記憶障害などの認知機能の低下などを含む諸症状のことを

いいます。 

 

〇第３条・・・基本理念について 

　　 

認知症の有無にかかわらず、本人とその家族に地域全体で寄り添い、飯南町で安

心して暮らし続けることができる地域社会の実現をめざします。 

　また、認知症は誰もがなり得る身近な病気であるという認識のもと、町、町民、事業

者、地域及び関係機関はそれぞれの役割を認識し、相互に連携して本人が安心して

暮らし続けることができる社会の実現を目指します。 

 

〇第４条・・・町の責任 

　 

　町は、基本理念にもとづき、本人とその家族の生活や介護における課題を踏まえ、

本人が希望をもって自分らしく暮らし続けることができるまちづくりのための施策を町

民、事業者、地域及び関係機関との連携及び協力により、認知症に関する施策を総

合的に推進していきます。 

 

 



〇第５条～第７条・・・みんなができること 

　 

＊町民のわたしたちができること 

　　　・認知症について正しい知識を得てその理解を深め、介護予防、見守りなど町民

相互の支え合いの活動に取り組みます。 

　　　・町、事業者及び関係機関が実施する認知症に関する取組に参加します。 

 

　　＊事業者（町内で事業活動を行う企業や商店など）ができること 

　　　・従業員が認知症に関する正しい知識と理解を深めるために必要な教育を実施

するよう努めます。 

　　　・町、町民、事業者、関係機関が実施する認知症に関する取組に協力するよう努

めます。 

 

　　＊関係機関（医療や介護、福祉などの本人とその家族の支援にかかわる機関）
ができること 

　　　・相互に連携して、早期から本人の変化に気づき、安心して暮らし続けることがで

きるよう努めます。 

 

〇第８条～第１０条・・・認知症に関する町の施策 

　 

　＊人材の育成と正しい知識の普及 

　　　・認知症サポーターの養成を積極的に推進します。 

　　　・研修会の開催や広報媒体を活用した普及啓発に努めます。 

 

　　＊認知症予防 

　　　・生活習慣病予防、健康診断の受診勧奨及び運動習慣と栄養改善に関する指

導、通いの場への支援など認知症の予防に効果的な取り組みを行います。 

 

　　＊本人とその家族への支援 

　　　　・本人とその家族が相談や交流のための環境づくりや地域における認知症の理

解を深める取り組みに対する支援を行います。 

　　　　・認知症の進行に応じた適切な支援を早期に行うため、関係機関との連携体制

を整備します。 



　　　□認知症サポーターとは 

認知症サポーター養成講座を受講し、 

認知症に対する正しい知識を持って、地域 

及び職域で本人及び家族をできる範囲で 

手助けする人です。 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

飯 南 町 役 場 　 保 健 福 祉 課 

島根県飯石郡飯南町頓原 2064 番地 

電話　0854-72-1770

急がず、ゆっくり　寄り添う

ロバ隊長は、認知症サポーターキャラバンのマスコットキャラク

ターとして、認知症に対する理解を深め、地域社会での支援を

促進するために作られました。 

認知症になっても安心して暮らせるまちづくりを推進するた

め、ロバのように急がず、着実に一歩一歩進んでいくという思い

が込められています。
全国キャラバン・メイト連絡協議会 

認知症サポーターPR キャラクター 
「ロバ隊長」



 

 

令和 8 年 4 月 20 日 

自治区長　様 

 

飯南町長　塚原　隆昭 

（保健福祉課） 

 

緊急通報システムの利用申込及び新機能の追加について 
 

現在、飯南町では７５歳以上の一人暮らし高齢者等が急病及び事故等により緊急に援

助を必要とする場合に、警備会社が駆けつける事業を（株）セーフティネクストへ委託して

実施しております。 

令和 8 年度から認知機能の低下がみられる方等でも安心して利用できる冷蔵庫セン

サーが追加で選択できるようになりました。 

利用を希望される方は次の概要及びパンフレットをご確認のうえ、保健福祉課又はお住

まいの地区の民生児童委員の方へご相談ください。 

●緊急通報システムの概要 

◎利 用 対 象 者　：　飯南町に住所を有する単身高齢者等（75 歳以上） 

◎基 本 機 能　 

「緊急通報システム」…援助を必要とする場合に「非常用ボタン」を押すと、警備会

社から状況確認の電話連絡があり、状況に応じて駆けつける。 

◎オプション機能　 

    「お は よ う タ ッ チ」…毎日「おはようタッチボタン」を押すことで、家族等へメール

が届き安否確認ができる。 

「冷 蔵 庫 セ ンサ ー」…新機能。12 時間もしくは 24 時間冷蔵庫の開閉がないと

き、 家族等へメールを送信することで見守りをサポート。 

◎利 用 料 金　 

　　　　　　※１　冷蔵庫センサー管理費は 3 か月に 1 回、3 か月分を前払いになります。 
※２　おはようタッチ及び冷蔵庫センサーメール受信者から警備会社へ駆けつけを依頼することが 
　　　　　できます。（有料）

 機　　能 設置費 管理費 警備員出動費
 緊急通報システム

無料
無料

3,850 円/1 回
 おはようタッチ

3,850 円/1 回※２
 冷蔵庫センサー 月額 528 円※１

回 覧

利用相談窓口 

保健福祉課　電話:７２－１７７０



※住まいや暮らしの「困った」の解決サポートもいたします。お気軽にご相談ください。 https://safetynext. jp  E-mail : info@safetynext. jp

お問合せ ☎0859-21-9373
本社  (株)セーフティネクスト
〒684-0033 鳥取県境港市上道3468-5

☎0852-25-4709
営業所  (株)セーフティネクスト島根営業所
〒690-0815 島根県松江市西持田町362-8

ライフ
サポーー
24時間 365日対応

ALSOKの警備 安心のしるし！
玄関先等に貼る『ALSOKシール』で
『防犯』にもお役に立ちます。

①急な体調不良
②悪質な訪問販売
③外で不審な物音がする 

24時間 
365日対応

警察等に連絡

ご家族に連絡

ALSOKが出動
そんな
ときに
押す！

無線式なので家の中で自由にお持ち運びいただけます。

リビング・寝室・玄関。トイレ etc

どこでも
押せる！

①非常用ボタン でALSOKが緊急駆けつけ！！

②おはようタッチ で毎日安否確認！！

朝起きたら
おはようタッチを

「ピッ」と
一押し！

「ボタンを押す」
と指定のご家族等（最大3件）に

メールが届きます！！

今日も元気のお知らせ！

非常用ボタン

設置機器

取っ手付きで
持ち運びも

楽ちん！

24時間 365日対応



00：00

〈

〈 〈

[例]携帯電話に表示される主な項目

一定時間
開閉がない場合

見守られる方が
動けなくなった

▶▶

冷蔵庫センサー

冷蔵庫の扉に開閉センサーを取り付け、一定時
間（12時間もしくは24時間）冷蔵庫扉の開閉が
無かった場合、事前に登録されているメールア
ドレスにメールを送ります。※ALSOKには送信
されません。見守られる方は無意識に、見守る方
はさりげなく見守ります。

（Ｇ0210）㈱セーフティネクスト
メールコール
発生時刻
　06月15日12時18分
お客様番号
　00085225●●●●9
お客様氏名
　飯南　花子
　0854-76-●●●●
住所
　島根県飯石郡飯南町●●●●
詳細情報
　長時間冷蔵庫の使用がありません

差出人：テレコン

件名：テレコン警報

宛先：○×□△.co.jp

（Ｇ0210）㈱セーフティネクスト
メールコール
発生時刻
　06月15日12時18分
お客様番号
　00085225●●●●9
お客様氏名
　飯南　花子
　0854-76-●●●●
住所
　島根県飯石郡飯南町●●●●
詳細情報
　長時間冷蔵庫の使用がありません

差出人：テレコン

件名：テレコン警報

宛先：○×□△.co.jp

メールで通知
長時間冷蔵庫の使用がありません

冷蔵庫センサーで安否確認

冷蔵庫センサーは

普段通りの生活で

自然に
見守ります

③冷蔵庫センサー で安否確認！！ 追加費用528円/月
ー3ヶ月に1回先払いー

見守り先の現地確認を依頼することができます（有料3,850円/1回）
依頼先：ALSOK山陰ガードセンター　電話0852-27-8240



 

【 飯南町 外出支援タクシー助成事業 】　　令和 8 年４月１日現在 

 

 

 

 

 

 

次の全てに該当される方へ 

 

○飯南町民 

　　○『令和 6 年 4 月１日以降』に 

運転免許を自主返納された方 

　　○町税等公共料金に滞納がない方 

 
 
 

このような支援を行います 

 

〇町内でのタクシー移動に使える 

20,000 円分の優待乗車券を 

交付します 

 

 

詳しくは裏面をご覧ください

回 覧 　



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

運転免許を自主返納された方への支援 

【飯南町 外出支援タクシー助成事業】

令和６年４月１日以降に、運転免許を自主返納された方に対し、 

町内でのタクシー利用に使える 20,000 円分の優待乗車券を交付します。

●助成対象者●（次の全てに該当する方） 

　○飯南町民 

　○「令和 6 年４月１日以降」に運転免許を自主返納された方 

　〇『優待乗車券』の交付を受けておられない方 

　○町税等公共料金に滞納がない方

●申請方法● 

○役場窓口（各支所）で、申請書を記入し提出 

・マイナンバーカード（飯南町民であり 18 歳以上であることが確認できるもの） 

・警察署が発行する運転免許取消通知書 

（運転免許を令和 6 年４月１日以降に自主返納したことがわかるもの）

●注意事項● 

○『資格証』『優待乗車券』…本人のみ利用可能です（同乗可） 

…他人への譲渡・貸与は禁じます 

…有効期限は交付から３年間（3 年目の 3 月末日まで） 

…『資格証』を紛失された場合は再交付します 

…『優待乗車券』は再交付できません 

○ 資格要件から外れたり、利用に不正が認められた場合は資格を停止します 

○『優待乗車券』を使い切った場合、同じ年度内でも【タクシー半額助成】の 

申請ができます 

●利用方法● 

○助成対象者に『資格証』と『優待乗車券』20,000 円分（500 円券×40 枚）を交付 

○タクシー乗車時に『資格証』を呈示 ⇒『優待乗車券』が利用できます 

※おつりは出ません 

○飯南町内での移動に限ります　※町外への利用はできません 

○指定タクシー会社２社に限ります 

　　・頓原地域にお住まいの方　→　㈱とんばら総合開発　℡72-0003 

・赤来地域にお住まいの方　→　㈲赤来交通　　　　　℡76-2065

◎お問い合わせ先 
　飯南町役場　保健福祉課 
　　℡0854-72-1770

◎申請できる窓口 
○本庁舎(住民課)　○頓原基幹支所 
○来島支所　　　　 ○志々支所



【 飯南町 外出支援タクシー助成事業 】 

 

 

 

 

 

 

次の全てに該当される方へ 

 

○18 歳以上の飯南町民（高校生を除く） 

　　○運転免許を持たない方 

　　○町税等公共料金に滞納がない方 

 

 

 

このような支援を行います 

 

〇町内でのタクシー移動に対し運賃の 

半額助成を行います 

〇年度内 24 回の利用可能 

 

 

 
詳しくは裏面をご覧ください 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

運転免許を持たない方への支援 

【飯南町 外出支援タクシー助成事業】 

運転免許を持たない方を助成対象者とし、移動手段の向上をはかります。 

町内でのタクシー利用に対し、運賃の半額を助成します。

●助成対象者●（次の全てに該当する方） 

　○18 歳以上の飯南町民（高校生を除く） 

　○運転免許を持たない方 

　○町税等公共料金に滞納がない方

●申請方法● 

○役場窓口（各支所）で、申請書を記入し提出 

・マイナンバーカード（飯南町民、18 歳以上が確認できるもの）

●注意事項● 

○『資格証』… 本人のみ利用可能です（同乗可） 

… 他人への譲渡・貸与は禁じます 

… 有効期限は 3 月末日まで（毎年度申請が必要です） 

… 紛失された場合は再交付します 

○ 資格要件から外れたり、利用に不正が認められた場合は資格を停止します 

○ 免許停止中の方はこの事業の対象となりません

●利用方法● 

○助成対象者に『資格証』を交付 

○タクシー乗車時に『資格証』を呈示 ⇒ 運賃が半額(10 円未満切捨)になります 

〇『資格証』は 24 回まで利用できます 

○飯南町内での移動に限ります　※町外への利用はできません 

○指定タクシー会社２社に限ります 

　　・赤来地域にお住まいの方　→　㈲赤来交通　　　　　℡76-2065 

・頓原地域にお住まいの方　→　㈱とんばら総合開発　℡72-0003

◎お問い合わせ先 
　飯南町役場　保健福祉課 
　　℡0854-72-1770

◎申請できる窓口 
○本庁舎(住民課)　○頓原基幹支所 
○来島支所　　　　 ○志々支所







飯南町。協会けんぽ島根支部
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協会けんぽ島根支部からのお矢□らせ

ギ輩拶岬爵ぼ静婉鮭彬携 秒特
一
一
ヽ
ト

．
一
「
一

生活習慣病

予防健診に

ついて詳し

くはコチラ

事前
申込

(協会けんぽホームページ )

,―|

格 ゲ:i
協会けんl♂

随時
受付

協会けんぽでは、会社にお勤めの被保険者の方には一般的な健診にがん検診をセットにした

生活習慣病予防健診を実施しています。

約 2万円の検査項目を最高5,500円の負担で

メリット
※乳がん検診、子宮頸がん検診を追加する場合は別途費用が必要です。

銭 胃・肺・大腸・乳房・子宮の5大がんをカバー

こ  こ「

▼ ▼

生沼習慣病予防健診はこれまで35歳以上の被保険者を対象として

きましたが、令和 8年度より胃。大腸がんを除く検査項目について20

歳、25歳、30歳の被保険者も費用補助の対象となりました。この機会

にぜひ生活習慣病予防健診を受診してください。

飯南町からのお矢日らせ

自分の身体の状態を確認し、健康維持に努めましょう。

健康で元気な からだは『大切な宝物』です。
この機会にぜひがん検診を受診しましょう。

▼がん検診 (胃・肺・大腸)

※がん検診によつて対象年齢が異なります

ので、詳細は保健福祉課へ連絡またはホー

ムページをご覧ください。

▼がん検診 (乳・子宮)

◇希望される方は、

保健福祉課 (盆72-1770)

までご連絡ください。

◇人間ドックも受けられます !

・検診車または飯南病院

・40歳の方は無料 (検診車のみ)
。ご希望の方は保健福祉課まで

ご連絡ください。

4,上
し°そ歯に隻療ぁり言覧

▲

,▲

飯南町のお知らせに関するお問い合わせ先

飯南町保健福祉課 (保健福祉センター)
〒690-3207飯南日」頓原2064番 1也
電調ξ:0854-72-1770

年 I=!ゴ 1;s,,、 飯南町

この広報全般に関するお問い合わせ先

全国健康保険協会島根支部
〒690-8531松江市殿町383山陰中央ビル

電話 :0852-59-5139

翻
「飯南阿公式L NE」 では、

健康情報等を発信しています。
←登録はこちらから

6月 16日 (火 ) 谷笑楽校

6月 17日 (水 ) 小田体育館

6月 18日 (木 ) 赤名農村環境改善C

6月 19日 (金 ) 赤名農村環境改善C

6月 22日 (月 ) 飯南町保健福祉C

6月 23日 (火 ) 飯南日」保健福祉C

6月 24日 (水 ) 飯南町保健福祉C

6月 30日 (火 ) さつき会館

フ月 1日 (水 ) 来島交流C

7月 2日 (木 ) 来島交流C

7月 17日 (金 )

子し

AM赤 名農村環境己女善C
PM来島交流C

7月 23日 (木 )
乳 (エコー )

赤名農村環境改善C

フ月28日 (文 )
子宮

AM赤 名農村環境改善C
PM来島交流C

9月 18日 (金 )

子し

AMさ つき会館
PM飯南町保健福祉C

9月 25日 (金 )

乳 (エコー )
来島交流C

10月 16日 (金 )

子し
飯南巴」保健福祉C

10月 20日 (火 )

子宮

AM飯 南日丁保健福祉C
PMさつき会館

10月 23日 (金 )

乳 (エコー )
飯南田」保健福祉C

11月 16日 (月 )

乳 (エコー )
飯南日丁保健福祉C

ハ



 

令和８年４月２０日 

 

赤十字会員の皆様 へ 

 

日本赤十字社島根県支部 

飯南町分区長 塚原隆昭 

 

 

令和８年度 日本赤十字社会費の納入について（お願い） 

 

 日頃より、赤十字活動の推進につきまして、格別のご支援ご協力をいただ

き厚くお礼申し上げます。 

 日本赤十字社では、毎年５月を「赤十字会員増強運動月間」として、赤十

字事業の推進と会費納入をお願いし、赤十字の基盤を確立することにしてお

ります。 

 近年では、全国各地において豪雨災害や地震等の大規模な災害が発生して

おり、災害救護を始めとする赤十字活動は、ますます強化を図る必要性が増

しております。 

こうした活動は、皆様からお寄せいただく「日本赤十字社会費」で支えら

れており、本年度も皆様のご協力をいただきますようよろしくお願いいたし

ます。 

   

記 

 

【会 費 額】 普通会員   ７００円 

 

特別会員 ２，０００円 

 

             ※会費の金額は、日本赤十字社 島根県支部内の市町村で 

統一されています。 

   

【お 願 い】  現在、世帯主の方にご加入いただいている場合がほとんど

ですが、赤十字会費は個人単位での加入が基本となってお

ります。世帯主様以外のご家族の皆様にも多数ご加入いた

だければ幸いに存じます。 

回 覧 

～本件に関するお問い合わせ～ 

◇日本赤十字社飯南町分区 

（飯南町社会福祉協議会内） 

℡ ７６－２１７０ 



令和７年２月岩手県大船渡市において発生した林野火災では、
約3,370ヘクタール、226棟の建物が被災するという甚大な被害が発生しました。
このようなことを踏まえ、林野火災の予防を目的に火災予防条例が改正され、
令和８年１月１日から、林野火災注意報と林野火災警報の運用が開始されました。

林野火災注意報・警報について

林野火災
注意報・警報の

運用が始まりました

令和8年1月1日から

気象状況が一定の基準に達し、火災の発生しやすいときに発令するものです。
注意報及び警報発令時：屋外での火の使用はやめてください。

①前３日間の合計降水量が１ｍｍ以下、 かつ、前 30 日間の合計降水量が 30mm 以下
②前３日間の合計降水量が１ｍｍ以下 、かつ、乾燥注意報が発表

次の①又は②のいずれかの条件に該当する場合≪林野火災注意報発令基準≫

林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表された場合
≪林野火災警報発令基準≫

①山林、原野等において火入れをしないこと　　②煙火をしないこと

③火遊び又はたき火をしないこと　　　　　　　④可燃物の近くで喫煙をしないこと

⑤山林、原野等で喫煙をしないこと　　　　　　⑥残火、取り灰又は火粉を始末すること

1

林野火災注意報・警報が発令された場合の屋外での規制について2

※警報発令時、上記に違反した場合罰則があります。



雲 南 消 防 本 部

住民の皆様には火災予防に
ご理解とご協力をお願いします。

●該当の市町から告知放送によりお知らせします。

●消防本部のホームページに掲載します。

●消防車両による広報をします。

林野火災注意報・警報の発令の周知、広報について3

林野火災 注意報 を発令したとき

雲南消防本部・雲南消防署 40-0119
奥出雲消防署 54-2166
飯 南 消 防 署 72-1201

問 合 せ 先

●該当市町からの防災ラジオ（飯南町は告知放送）及び
　屋外スピーカーでお知らせします。

●消防本部のホームページに掲載します。

●消防車両による広報をします。

林野火災 警報 を発令したとき

雲南消防本部
ホームページ



　健康増進計画とは、 健康寿命の延伸と健康格差の縮小を目標とした計画です。

　食事 ・ 運動 ・ 睡眠 ・ こころの健康など、 日々の生活習慣は、 私たちの体と心の状態に大きく影響します。 しかし、 健

康は個人の努力だけで守れるものではありません。 安心して運動できる環境や、 正しい情報に触れられる機会、 困った

ときに相談できる体制などを整え、 より健康に、 より長く、 いきいきと暮らせるようにするために地域団体を中心とし

た主体的な取り組みを積み重ねる必要があります。

　こうしたことから、 個人の行動と健康状態の改善に加え、 社会環境の整備やライフステージに応じた取り組みを総合

的に推進しています。

健康⻑寿をつむぐ、まめな暮らし
― すこやかに⽣き、つながり⽀え合う地域へ ―

概 要 版

01 健康増進計画とは

基本理念
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第４次 健康ないいなん 21
第 5 次食育推進計画 ・ 第 4 次母子保健計画

概　要　版

本計画は、住⺠⼀⼈ひとりが健康的で⾃分らしく暮らし続けられることを⽬指し
て、「健康⻑寿をつむぐ、まめな暮らし −すこやかに⽣き、つながり⽀え合う地域へ−」
を基本理念とします。理念に込めた「つむぐ」という表現には、⽇々の積み重ねによっ
て未来の健康を育むという意味が込められています。

また、「まめな暮らし」は、飯南町に根づく「まめ＝健康・ていねい・誠実」な⽣
き⽅を表現した⾔葉です。

ライフステージに応じた健康課題に取り組みながら、地域全体で「すこやかに⽣
きる」ことを⽀え合い、誰⼀⼈取り残さない、つながりのある地域社会の実現を⽬
指します。

住⺠、地域団体、関係機関が連携し、「まめ」に暮らすことを当たり前に感じられる、
持続可能で安⼼して暮らせるまちづくりを進めていきます。
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　本町の健康課題や地域特性、評価結果を踏まえた上で、健康増進

と食育の一体的な推進を図るため、3つの基本目標を掲げます。

　本町の65歳平均自立期間は、みなさん一人ひとりの健康づくり

の積み重ねや、健康ないいなん21に基づく総合的な健康づくり施

策の推進のもと、年々延びています。

　男性は令和2年（2020年）、女性は令和元年（2019年）に雲南圏

域を上回り、現在も高い水準を保っています。

ライフステージに応じて、

誰もが「まめに生きる」地域社会をつくる

地域ぐるみで、つながりと支え合いによる

健康づくりを進める

● 乳幼児期から高齢期まで、 一人ひとりの健康課題に応じた

継続的な支援を実施

● 健診、 予防、 生活習慣改善などの行動変容を促進し、 日常

に根づく健康習慣を定着

● 家庭 ・ 学校 ・ 地域 ・ 職場 ・ 医療 ・ 福祉が連携し、 多世代 ・

多分野のネットワークを形成

● 孤立や格差のない地域共生を目指し、 住民一人ひとりが役

割を持てる環境を整備

A-1　お口の健康

A-２　栄養・食生活の改善

A-３　運動習慣の改善

A-４　適正飲酒の推進

A-５　禁煙の推進

A-６　地域ぐるみの健康づくり推進

適正体重の維持や運動 ・ 食生活の改善、 かむ力、 食べる力 ・ アルコール ・ 喫煙

対策等、 生活習慣病の予防に向けた健康行動を定着させます。 年代ごとの課題に

応じて個別支援を行い、 地域や家庭の生活環境全体での改善を目指します。

A.　口腔・栄養・運動・生活習慣改善

中長期的効果：目標指標 現状 目標（R10）

平均寿命の延伸

６５歳の平均自立期間

男性　８３．１０ ・ 女性　８９．１４
（R1-R5）

延ばす

男性　１９．１８ ・ 女性　２２．０８
（R1-R5）

男性　１９．５
女性　２４．２

B-１　特定健診・がん検診・歯科健診の受診率向上と個別支援

B-２　未受診者へのフォローアップと受診勧奨

B-３　ハイリスク者対策の充実

B-４　重症化予防対策の推進

B-５　がん予防

生活習慣病の早期発見と重症化予防を目的に、 各種健診の受診率向上と保健指

導の充実を図ります。 特定健診 ・ がん検診等の受診勧奨とフォロー体制を強化し、

疾病の予防 ・ 健康管理を支える地域保健活動を推進します。

B.　健康管理

新規人工透析導入者数

糖尿病有病率

糖尿病予備軍の割合

がんによる年齢調整死亡率

脳卒中による年齢調整死亡率

中長期的効果：目標指標 現状 目標（R10）

減少男性　１９．２ ・ 女性　４．２（R5）

減少

0人（R6）

２３１．８（R1-R5） 減少

減少

男性　２０．８ ・ 女性　１２．３（R5）

５６．１（R1-R5）

0人

C-１　多職種連携による介護予防・フレイル予防の取り組み

C-２　認知機能低下予防 C-３　相談機関・窓口の情報提供・支援体制の構築

身体機能や口腔、 栄養、 社会参加の視点から、 フレイル予防 ・ 認知症予防 ・ 介護

予防を実施し、 地域でいきいきと暮らし続けられる環境づくりを支援します。 高齢者

サロンや通いの場を活用した見守りや支え合いの体制を整備します。

Ｃ.　高齢者のフレイル予防・認知症予防・介護予防

介護認定者の認知症者（自立度Ⅱa以上）の割合

主観的健康観が高い人の割合

介護保険認定率

中長期的効果：目標指標 現状 目標（R10）

８８％

現状維持

現状維持

８３％（R6後期）

６７．２％（R6）

２１．６％（R6）

D-１　こころの健康づくりに関する普及啓発

D-２　早期発見・早期支援の充実

D-３　専門機関及び関係組織との連携

ストレスやこころの不調への気づきを促し、 早期相談 ・ 適切な支援につなげる体制

を整えます。 こころの健康への理解促進、 自死予防、 若年層 ・ 働き世代へのメンタ

ルヘルス対策など、 予防的支援を推進します。

Ｄ.　こころの健康・ストレス対策

自死による年齢調整死亡率

中長期的効果：目標指標 現状 目標（R10）

男性　２５．４ ・ 女性 ０
（R1-R5）

0

E-１　プレコンセプションケアの推進

E-２　子どもの安全と健康を守る

E-３　子どもの育ちと親子の関わりを支える

E-４　子どもの生活リズムと健康を支える

妊娠 ・ 出産 ・ 育児期の切れ目ない支援体制を継続します。 健診や予防接種、 子育

て期の健康相談の機会を充実させ、 生活リズム ・ メディア利用など若年層の健康課

題にも多面的に対応します。

母子保健計画Ｅ.　子育て世代・若者世代の健康づくり支援

子どもが健やかに育っていると思う小・中学生の保護者の増加

プレコンセプションケアを知っている高校生の増加

中長期的効果：目標指標 現状 目標（R10）

９５％

５０％

９２．４％（R7）

１％（R7）

F-１　食育の推進栄養・食生活支援

F-２　地産地消

F-３　食品ロスを目指した食育の推進食環境の整備

家庭 ・ 学校 ・ 地域が協働し、 食の重要性を学び実践する食育の推進を図ります。 地産地消

や郷土料理の継承、 共食の推進などを通じて、 子どもから高齢者まで食を通じた健康づくり

と地域の絆を深めていきます。

学校給食への地元産野菜利用率

町内産品購入率（食料）

家族や友人、地域の人と食事を一緒にする人の割合

食育を実践している人の割合

食育に関心のある人の割合

Ｆ.　食育・地産地消・食文化 食育推進計画

中長期的効果：目標指標 現状 目標（R10）

３８．１％（R6）

１２．０％（R6）

９０％

８６％

７４％

８２．７％（R6）

８１．９％（R6）

６１．９％（R6）

２０％

６０％

02 住民の健康状態 03 施策体系

基本理念

基本目標

01

02

食を通じて、すこやかな身体と暮らしを育てる

● 食育から低栄養予防まで、 ライフステージに応じた食習慣

の改善と健康づくりの推進

● 野菜摂取や共食の習慣化と、 地域の食材 ・ 家庭の食卓を活

かした実践的な取り組みの展開

03

施策分野・目標指標・具体的な施策

健康⻑寿をつむぐ、まめな暮らし ― すこやかに⽣き、つながり⽀え合う地域へ ―

※65歳平均自立期間：65歳の人が、介護を受けずに自立して生活できると見込まれる期間

19.37

16

17

18

19

20

21

22

23

2003
2004
2005
2006
2007
2008
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【６５歳平均自立期間】

⻑期的に⾃
⽴期間が延

伸

＊年齢調整死亡率とは
年齢調整死亡率とは、⼈⼝の年齢構成の違いをならして計算した死亡率のこと。
⾼齢者が多い地域は死亡率が⾼くなりやすいため、その影響を取り除き、地域や年ごとの状況を公平に⽐べるための指標
である。なお、⼈⼝の少ない⾃治体では数値が変動しやすい特徴がある。

＊⽬標数値については、令和10年時点における最新の指標を⽤いるものとする


